
令
和
三
年
三
月
二
日

大
分
県
報
号
外

一

（
人
事
委
告
示
）

令

和

三

年

号

外

一
〇

三

月

二

日

（　火 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
告
示

不
服
申
立
て
事
案
の
却
下
決
定
に
係
る
公
示
送
付
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
人
事
委
員
会
告
示

大
分
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

　

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五

号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
却
下
決
定
書
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
者
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
規
則
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
日

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

一　

審
査
請
求
人
の
氏
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　 毎

週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
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和
三
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二
日

大
分
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報
号
外

二

（
人
事
委
告
示
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分
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（
人
事
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令
和
三
年
三
月
二
日

大
分
県
報
号
外

四

（
人
事
委
告
示
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令
和
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二
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分
県
報
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告
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　二　

送
付
す
る
文
書

　
　

令
和
三
年
二
月
十
日
付
け
却
下
決
定
書
の
正
本

　
　

（
送
付
す
る
文
書
は
、
省
略
し
、
大
分
県
人
事
委
員
会
に
お
い
て
保
管
す
る
。
）

三　

規
則
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
送
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
日

　
　

令
和
三
年
三
月
十
七
日



令
和
三
年
三
月
二
日

大
分
県
報
号
外

六

（
人
事
委
告
示
）

四　

公
示
の
理
由
等

　

１　

一
の
審
査
請
求
人
（
以
下
「
請
求
人
」
と
い
う
。
）
に
係
る
審
査
請
求
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
で
は

　
　

請
求
人
の
死
亡
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
請
求
人
の
相
続
人
等
か
ら
当
委
員
会
に
対
し
、
請
求
人
の
死
亡

　
　

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
手
続
承
継
の

　
　

申
立
て
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

２　

よ
っ
て
、
規
則
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
二
月
十
日
付
け
で
審
査
を
打

　
　

ち
切
り
、
審
査
請
求
を
却
下
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

３　

１
に
掲
げ
る
事
情
に
よ
り
、
当
該
却
下
決
定
書
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
　

い
の
で
、
公
示
の
方
法
に
よ
る
送
付
を
す
る
も
の
で
あ
る
。 

　

４　

な
お
、
当
該
却
下
決
定
書
は
、
当
委
員
会
が
保
管
し
て
お
り
、
い
つ
で
も
そ
の
送
付
を
受
け
る
べ
き

　
　

者
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


